
家畜保健衛生所たより 令和４年度第５２号 令和５年 １月１９日
山梨県東部家畜保健衛生所

異常をみつけた場合には直ちに山梨県東部家畜保健衛生所まで
電話・・・055-262-3166     FAX・・・055-262-3108

夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5535-8005・090-5544-7868

※全国いずれの地域においても発生リスクがあります。
※小規模農場も例外ではありません！
※関東・隣県での発生が増えてきました！

〈異常家きん発見時の措置〉

※異常鶏を見つけたら直ちに通報することがその後の
まん延防止に重要です。

・死亡鶏の増加等の臨床症状を示す異常家きんを確認した場
合、速やかに東部家畜保健衛生所に連絡し、診断を受ける。
・診断が遅れると、それだけで汚染が拡大することになり、被害
が大きくなってしまいます。

引き続き、飼養衛生管理基準の遵守の徹底をお願いします。


